
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
広
島
県
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

 
 
 
 

委
員
長 

平 

田 

克 

明 

 
 
 

広
島
県
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
立
図
書
館
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
土
曜
日
」
の
下
に
「
並
び
に
十
一
月
三
日
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
休
日
」
の
下
に
「
（
十
一
月
三
日
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

「
ば
く
書
」
を
「
特
別
整
理
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
休
館
す
る
」
を
「
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
」

に
改
め
る
。 

 

第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
入
館
の
制
限
等
） 

第
四
条 

教
育
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
入
館
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者 

二 

図
書
館
の
施
設
、
設
備
又
は
図
書
館
資
料
を
毀
損
し
、
汚
損
し
、
又
は
亡
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
他
の
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
者 

２ 

教
育
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
図
書
館
資
料
の
利
用
の
一
部
若
し
く
は

全
部
の
中
止
若
し
く
は
停
止
を
命
じ
、
又
は
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者 

二 

こ
の
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
違
反
し
た
者 

三 

館
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
図
書
館
の
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
た
者 

（
利
用
の
制
限
を
す
る
図
書
館
資
料
） 

第
五
条 

教
育
長
は
、
人
権
の
侵
害
等
に
よ
り
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
図
書
館
資
料

の
利
用
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
禁
止
行
為
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
館
内
に
お
い
て
は
、
許
可
を
受
け

な
い
で
」
を
「
何
人
も
、
館
内
に
お
い
て
、
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
広
告
物
等
の
掲
示
」
を
「
広
告

物
の
掲
示
若
し
く
は
配
布
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
図
書
館
の
適
切
な
管
理
運
営
の
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
教
育
長

が
定
め
る
行
為 

 

第
六
条
第
一
項
第
六
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

館
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

多
数
の
者
を
集
め
て
図
書
館
の
施
設
、
設
備
又
は
図
書
館
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
。 



二 

図
書
館
の
施
設
又
は
設
備
を
使
用
し
て
行
う
視
察
、
研
修
又
は
見
学 

 
第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
損
害
賠
償
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
図
書
館
資
料
等
を
き
損
し
」
を
「
図
書
館

資
料
を
毀
損
し
」
に
、
「
責
め
を
負
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
貸
出
し
を
受
け
、
又
は
施
設
若
し
く
は
設
備
の
利
用
を
し
よ
う
と
す
る

者
」
を
「
図
書
館
資
料
の
館
外
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
四

項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
こ
れ
を
」
の
下
に
「
改
ざ
ん
し
、
又
は
」
を

加
え
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

県
内
の
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
図
書
館
及
び
図
書
館
同
種
施
設 

 

第
九
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

県
内
の
学
校
図
書
館 

 

第
九
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

県
内
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
附
属
図
書
館 

 

第
十
条
を
削
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
範
囲
」
を
「
場
所
」
に
改
め
、
同
条
中
「
目
録
に
記
載
す
る
図
書
館
資
料
及
び

館
内
に
公
開
す
る
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
長
は
、
図
書
館
資
料
利
用
票
に
代
わ
る
書
類
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の

の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
） 

第
十
二
条 

学
習
、
研
究
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
又
は
活
動
の
た
め
に
必
要
な
資
料
又
は
情
報

の
提
供
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
提
供
を
求
め
る
事
項
を
明
示
し
て
、
口
頭
、
電
話
、
文
書
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

教
育
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
依
頼
に
対
し
て
は
、
回
答
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

古
文
書
、
美
術
品
等
の
鑑
定
、
法
律
相
談
、
医
療
相
談
、
文
献
の
解
読
、
翻
訳
、
学
習
課
題
の
解
答

そ
の
他
回
答
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
係
る
依
頼 

二 

著
し
く
経
費
又
は
時
間
を
要
し
、
図
書
館
の
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
依
頼 

 

第
十
四
条
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
教
育
長
の
許
可
を
得
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
を
削
る
。 

第
十
六
条
中
「
読
書
会
等
の
団
体
が
図
書
館
資
料
を
館
内
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
を
「
館
内
利
用

者
が
複
数
で
図
書
館
資
料
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
教
育
長
の
許
可
を
得
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
五
条
と
す
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
返
納
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
公
立
図
書
館
」
を

「
図
書
館
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

３ 

教
育
長
は
、
図
書
館
の
管
理
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
貸
出
し
の
手
続
の
特
則
を



定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
第
十
八
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
五
点
」
を
「
十
点
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
十
九
条

と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
を
削
る
。 

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
図
書
館
間
相
互
貸
借
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
三
号
」

を
「
第
九
条
第
二
号
」
に
、
「
図
書
館
相
互
貸
借
」
を
「
図
書
館
間
相
互
貸
借
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

参
考
図
書
（
教
育
長
が
特
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

郷
土
資
料
（
教
育
長
が
特
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

新
聞
（
原
紙
を
除
く
。
）
及
び
雑
誌 

 

第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
あ
つ
て
も
」
を
「
あ
っ
て
も
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 

第
二
章
第
五
節
を
削
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
、
「
き
損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
、
第

二
章
第
六
節
中
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
節
を
同
章
第
五
節
と
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


